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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第159期

第３四半期
連結累計期間

第160期
第３四半期
連結累計期間

第159期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (百万円) 54,528 57,877 77,912

経常利益 (百万円) 1,302 1,199 3,170

四半期(当期)純利益 (百万円) 585 699 1,835

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 654 1,084 2,448

純資産額 (百万円) 31,979 34,531 33,795

総資産額 (百万円) 88,910 94,654 89,806

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 9.95 11.84 31.16

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 34.1 34.7 35.8
 

　

回次
第159期

第３四半期
連結会計期間

第160期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純損失金額(△) (円) △0.54 △1.40
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はない。

また、主要な関係会社についても異動はない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間の売上高は、原料費調整制度適用に基づく販売単価の上昇等により、前年

同四半期に比べ6.1％増加の57,877百万円となった。

利益については、売上高の増加を上回る原材料費の増加等により、営業利益は前年同四半期に比べ

19.9％減少の870百万円、これに営業外損益を加えた経常利益は7.9％減少の1,199百万円となったが、

四半期純利益については19.5％増加の699百万円となった。

セグメントの業績を示すと、次のとおりである。

① ガス事業

ガス事業は、その大半を都市ガス事業が占めている。

当第３四半期連結累計期間の都市ガス販売量については、大口を中心とした業務用ガス販売量の減

少等により、前年同四半期に比べ0.7％減少の361百万ｍ
3
となった。

売上高については、原料費調整制度適用に基づく販売単価の上昇等により、前年同四半期に比べ

6.7％増加の46,320百万円となった。

セグメント利益(営業利益)については、40.0％減少の257百万円となった。

なお、当社グループの売上高は、ガス事業のウェイトが高く、ガス事業の性質上、売上高に季節的

変動があり、冬期に多くの売上が計上される。

② ＬＰＧ事業

ＬＰＧ事業は、売上高については、販売単価の上昇等により、前年同四半期に比べ6.3％増加の

11,480百万円となった。

セグメント利益(営業利益)については、16.8％減少の446百万円となった。

③ その他

その他は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設事業、情報流通事業、高齢者

サービス事業等を含んでいる。

売上高については、工事売上の増加等により、前年同四半期に比べ7.1％増加の2,191百万円となっ

た。

セグメント損益(営業損益)については、58百万円の損失(前年同四半期は52百万円の損失)となっ

た。

　
(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産については、設備投資の増加等により、前連結会計年度

末に比べ4,848百万円増加の94,654百万円となった。

負債については、有利子負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ4,113百万円増加の60,123百

万円となった。

純資産については、四半期純利益の計上等に伴う株主資本の増加等により、前連結会計年度末に比べ

735百万円増加の34,531百万円となった。

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、34.7％となった。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はない。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その

内容等は次のとおりである。
　

　(株式会社の支配に関する基本方針)

① 基本方針の概要

当社は、株主に関する基本的あり方として、株主は市場での自由な取引によって決まるべきもの

であり、当社株式に対する公開買付けについても、公開買付けの実施、また同公開買付けに応じる

か否かの決定は、原則として株主の皆さまの自由な判断によるべきものと考えている。

他方で、当社の事業は、都市ガス等の安定的かつ安全な供給を実現するため、極めて公共性の高

い社会的責任を有しており、お客さまによる当社製品及びサービスの利用を獲得維持するために

は、当社に対する信頼が不可欠となる。また、当社事業の公共性等を考慮すると、長期的視点での

事業計画が必要であり、短期的利益を追い求めるような経営は許されないと考える。特に都市ガス

の安定的かつ安全な供給を目的とする当社の事業を継続するためには、人的・物的資源の維持、発

展が不可欠であり、全てのステークホルダーに対する配慮がない限り、当社の企業価値は損なわれ

ることになる。

当社は、当社の経営に対して重大な影響を与えることとなる、株券等の保有割合を20％以上とす

ることを目的とした当社株券等の買収行為が行われようとする場合には、株主の皆さまに対する十

分な情報提供を確保し、買収行為の目的、内容を事前に検証する手続きを定め、併せて買収者と取

締役会とが交渉を行う機会を設け、当社の企業価値をより向上させる事業計画を提案する機会を設

けることが適切であると考える。

当社は、買収者が当社の定める手続きを遵守しない場合、並びに、当該買収行為が明らかに当社

の株主全体の利益に反し、または都市ガス等の安定的かつ安全な供給を妨げるものである場合に

は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切でないと判断し、後掲の措置をとる

こととする。

② 基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要

当社グループは、2020年ビジョンの実現に向けて、2020年ビジョンの基本方針を踏襲しつつ、そ

の後の経営環境の変化に対応した新たな諸施策を推進することで、厳しい経営環境下においても利

益を確保できる経営基盤を確立し、企業価値のさらなる向上に努め、株主の皆さまへの利益還元を

行っていく所存である。

株主の皆さまへの利益還元方針は以下のとおりである。

従来、当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営上の重要な政策と位置付け、安定配当の継続を

基本方針としてきた。今後も経営効率化や積極的な営業活動による成果を、将来を見据えた設備投

資や研究開発、財務状態や利益水準等を総合的に勘案しつつ、株主の皆さまに還元していく所存で

ある。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取り組みの概要

当社は、平成25年６月25日開催の第159回定時株主総会において、株主の皆さまのご承認をいた

だき、「買収防衛策（停止条件付ライツ・プラン）」（以下、「本プラン」という）の更新を行っ

ている。

本プランは、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株券等の買付けもしくは買付けの提案その他

これらに類似する行為（以下、「買収行為」という）がなされる場合に、買収者に対して適用され

る。

(ⅰ) 当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20％以

上となる買付け

(ⅱ) 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特

別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

本プランは、当社のガス事業の安全性及び安定性を確保し、当社の企業価値及び株主共同の利益

を確保、向上させるために、買収行為に先立ち、買収者及び当社取締役会に対して、買収行為に関

する必要かつ十分な情報提供を求めるとともに、当社の社外取締役及び中立公正な委員によって構

成される独立委員会がこれらの買収行為に関する情報を評価、検討し、あるいは買収者と当社取締

役会との協議、代替案等の検討をするために必要な期間を確保することを目的とする。

買収者は、本プランに定める遵守事項及び独立委員会の要請に従い、買収行為に関する必要かつ

十分な情報提供を行い、かつ独立委員会による合理的な協議検討のための期間が確保された場合に

は、当該期間経過後に買収行為を開始することができる。
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これに対し、当社取締役会は、買収者が本プランに定める遵守事項または独立委員会の要請に違

反し、または、買収者による買収行為が当社のガス事業の安全性もしくは安定性を明らかに害し、

当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損すると認められる場合には、当該買収行為への対抗措置

を講ずることができるものとする。

本プランでは、当該買収行為への対抗措置として、当該買収者による権利行使を認めない旨の行

使条件を付した新株予約権を新株予約権無償割当ての方法により、全株主に割当てる（以下、「本

プランの発動」という）。

本プランの発動または不発動の判断については、買収者が必要情報を提供せずに買収行為を開始

する場合を除き、当社取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会の判断を経なければな

らないものとし、当社取締役会は、この独立委員会による勧告を最大限尊重しなければならないも

のとする。

本プランの有効期間は、平成28年３月期の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする

が、本プランの有効期間中であっても、当社株主総会または当社取締役会において本プランの廃止

を決議した場合には、その時点で本プランは廃止される。

④ 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

当社取締役会は、本プランが以下の理由により上記①の基本方針に沿っており、また、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的

とするものとはならないと考えている。

(ⅰ) 株主の総体的意思を反映するものであること

本プランは、株主の皆さまの意思を反映させるべく、平成25年６月25日開催の第159回定時株

主総会における承認を得て更新されたものである。また、当社の取締役は、その任期が１年であ

るため、取締役の選任を通じて株主の皆さまの意思を反映させることができる。加えて、本プラ

ンは、株主総会決議により有効期間満了前に本プランを廃止することができる。

(ⅱ) 取締役会の恣意的判断の排除

当社は、本プランの更新にあたり、取締役会の恣意的判断を排除し、当社の企業価値及び株主

の皆さまの共同利益を向上、確保するために独立委員会を設置している。独立委員会は、高度な

独立性・公平性が確保されており、当社取締役会は本プランの発動にあたり独立委員会の勧告を

最大限尊重しなければならないので、これにより、当社取締役会の恣意的判断は排除されること

になる。

(ⅲ) 合理的な客観的要件の設定

当社取締役会は、予め定められた合理的かつ客観的な要件が充足されなければ、本プランを発

動させることができないので、当社取締役会の恣意的な判断に基づく本プランの発動を防止する

ための措置が講じられているものといえる。

(ⅳ) デットハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、取締役会決議によっていつでも廃止することができるので、取締役会の構成員の

過半数を交代させてもなお、発動を阻止できないデットハンド型買収防衛策にはあたらない。ま

た、当社の取締役の任期は１年であり、解任決議要件の加重も実施していないので、取締役の交

代を一度に行うことができず、その発動を阻止することが困難なスロー・ハンド型買収防衛策に

もあたらない。

　
(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は121百万円である。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 240,000,000

計 240,000,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 61,995,590 61,995,590
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は100株である。

計 61,995,590 61,995,590 ― ―
 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当する事項はない。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当する事項はない。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当する事項はない。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年12月31日 ― 61,995,590 ― 3,291 ― 871

 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載

することができないので、直前の基準日である平成25年９月30日の株主名簿により記載している。

① 【発行済株式】

平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 2,249,500
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 59,718,900 597,189 ―

単元未満株式 普通株式 27,190 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数  61,995,590 ― ―

総株主の議決権 ― 597,189 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式68株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
広島ガス株式会社

広島市南区皆実町
二丁目７番１号

2,249,500 0 2,249,500 3.62

計 ― 2,249,500 0 2,249,500 3.62
 

(注)　上記のほか、四半期連結財務諸表において自己株式として認識している当社株式が612,400株ある。

　これは、平成23年１月14日付で実施した野村信託銀行株式会社(広島ガス自社株投資会専用信託口)(以下「信託

口」という。)への自己株式1,187,000株の譲渡について、会計処理上、当社と信託口が一体のものであると認識

し、信託口が所有する当社株式を自己株式として計上していることによるものである。

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はない。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)及び「ガス事業会計規則」(昭和29年通商産業省令第15号)に準拠して作成してい

る。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 16,696 18,449

供給設備 26,271 25,621

業務設備 3,890 3,785

その他の設備 6,648 6,886

建設仮勘定 2,986 4,976

有形固定資産合計 56,493 59,719

無形固定資産 96 96

投資その他の資産

投資有価証券 7,717 8,379

その他投資 3,930 3,463

貸倒引当金 △887 △267

投資その他の資産合計 10,760 11,574

固定資産合計 67,351 71,390

流動資産

現金及び預金 7,945 6,900

受取手形及び売掛金 7,597 7,512

商品及び製品 1,080 1,003

原材料及び貯蔵品 3,547 4,408

その他流動資産 2,561 3,731

貸倒引当金 △278 △292

流動資産合計 22,455 23,264

資産合計 89,806 94,654
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

固定負債

社債 11,000 13,000

長期借入金 12,460 20,690

退職給付引当金 2,289 1,932

役員退職慰労引当金 332 339

ガスホルダー修繕引当金 437 378

資産除去債務 101 103

その他固定負債 268 272

固定負債合計 26,889 36,717

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 3,986 4,257

支払手形及び買掛金 7,323 7,960

短期借入金 1,200 －

未払法人税等 1,278 258

コマーシャル・ペーパー 7,500 4,000

その他流動負債 7,831 6,929

流動負債合計 29,120 23,406

負債合計 56,010 60,123

純資産の部

株主資本

資本金 3,291 3,291

資本剰余金 940 940

利益剰余金 27,265 27,611

自己株式 △836 △805

株主資本合計 30,661 31,038

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,427 1,750

繰延ヘッジ損益 101 49

その他の包括利益累計額合計 1,528 1,799

少数株主持分 1,605 1,692

純資産合計 33,795 34,531

負債純資産合計 89,806 94,654
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 54,528 57,877

売上原価 36,871 40,344

売上総利益 17,657 17,532

供給販売費及び一般管理費 16,569 16,661

営業利益 1,087 870

営業外収益

受取利息 3 5

受取配当金 100 101

持分法による投資利益 143 128

ＣＮＧ販売収益 154 175

雑収入 323 352

営業外収益合計 725 763

営業外費用

支払利息 424 331

雑支出 85 104

営業外費用合計 510 435

経常利益 1,302 1,199

特別利益

固定資産売却益 － 59

負ののれん発生益 3 －

特別利益合計 3 59

特別損失

減損損失 － 13

投資有価証券評価損 17 －

特別損失合計 17 13

税金等調整前四半期純利益 1,288 1,244

法人税、住民税及び事業税 291 243

法人税等調整額 287 187

法人税等合計 579 431

少数株主損益調整前四半期純利益 709 813

少数株主利益 123 113

四半期純利益 585 699
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 709 813

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21 322

繰延ヘッジ損益 △34 △51

その他の包括利益合計 △55 271

四半期包括利益 654 1,084

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 530 970

少数株主に係る四半期包括利益 123 113
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　

 
当第３四半期連結累計期間

(自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日)

税金費用の計算 一部の連結子会社において、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積

実効税率を乗じて計算する方法を採用している。
 

　
(四半期連結貸借対照表関係)

　１　偶発債務

　 (1) 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っている。

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

MAPLE LNG TRANSPORT INC. 3,648百万円 3,405百万円
 

　

　 (2) 債務履行引受契約

社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は次のとおりである。

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

第７回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

5,000百万円 5,000百万円
 

　

　 (3) 重要な訴訟事件

平成21年３月に判明した連結子会社である広島ガス開発㈱における不適切な取引に関連し、当社

は、次のとおり広島地方裁判所において、訴訟の提起を受けている。

　

　　　前連結会計年度(平成25年３月31日)

訴訟の提起をした者 訴訟の提起を受けた者 提訴年月日 訴訟の内容
請求額
(百万円)

エムシー中国建機㈱ 当社他５名 平成21年６月８日 損害賠償請求事件 151

㈱アイラック 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 803

理研産業㈱ 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 555

㈱ナカハラ 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 181

古澤建設工業㈱ 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 822

㈱ＳＨＯＵＥＩ 当社他１社及び10名 平成22年４月21日 損害賠償請求事件 199

入交コーポレーション㈱
及び入交住環境㈱

当社他１社及び10名 平成22年４月30日 損害賠償請求事件 1,589

㈱ヤマサ 当社他２社及び７名 平成23年８月29日 損害賠償請求事件 294

合　計 4,599
 

　
　　　当第３四半期連結会計期間(平成25年12月31日)

訴訟の提起をした者 訴訟の提起を受けた者 提訴年月日 訴訟の内容
請求額
(百万円)

エムシー中国建機㈱ 当社他５名 平成21年６月８日 損害賠償請求事件 151

㈱アイラック 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 803

理研産業㈱ 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 555

㈱ナカハラ 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 181

古澤建設工業㈱ 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 822

㈱ＳＨＯＵＥＩ 当社他１社及び10名 平成22年４月21日 損害賠償請求事件 199

入交コーポレーション㈱
及び入交住環境㈱

当社他１社及び10名 平成22年４月30日 損害賠償請求事件 1,589

㈱ヤマサ 当社他２社及び７名 平成23年８月29日 損害賠償請求事件 294

合　計 4,599
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(四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)及び

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

当社グループの売上高は、ガス事業のウェイトが高く、ガス事業の性質上、売上高に季節的変動

があり、冬期に多くの売上が計上される。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第

３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。
　

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 4,776百万円 4,848百万円
 

　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月９日

取締役会
普通株式 176 3.00 平成24年３月31日平成24年６月11日 利益剰余金

平成24年11月５日

取締役会
普通株式 176 3.00 平成24年９月30日平成24年12月３日 利益剰余金

 

(注) 　平成24年５月９日取締役会決議及び平成24年11月５日取締役会決議の配当金の総額には、野村信託銀行株式会

社(広島ガス自社株投資会専用信託口)に対する配当金を含めていない。これは、野村信託銀行株式会社(広島ガ
ス自社株投資会専用信託口)が所有する当社株式を四半期連結財務諸表において自己株式として認識しているた
めである。

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当する事項はない。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月13日

取締役会
普通株式 177 3.00 平成25年３月31日平成25年６月10日 利益剰余金

平成25年11月８日

取締役会
普通株式 177 3.00 平成25年９月30日平成25年12月２日 利益剰余金

 

(注) 　平成25年５月13日取締役会決議及び平成25年11月８日取締役会決議の配当金の総額には、野村信託銀行株式会

社(広島ガス自社株投資会専用信託口)に対する配当金を含めていない。これは、野村信託銀行株式会社(広島ガ
ス自社株投資会専用信託口)が所有する当社株式を四半期連結財務諸表において自己株式として認識しているた
めである。

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当する事項はない。

　

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

四半期報告書

14/18



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円)

 報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

 ガス事業 ＬＰＧ事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 42,511 10,670 53,182 1,346 54,528 ― 54,528

セグメント間の内部売上高
又は振替高

913 133 1,046 698 1,745 △1,745 ―

計 43,424 10,804 54,228 2,045 56,274 △1,745 54,528

セグメント利益又は損失(△) 428 536 964 △52 911 175 1,087
 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設事業、情報流通事業、高齢者

サービス事業等を含んでいる。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額175百万円は、連結消去等である。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円)

 報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

 ガス事業 ＬＰＧ事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 45,363 11,259 56,622 1,255 57,877 ― 57,877

セグメント間の内部売上高
又は振替高

957 221 1,178 935 2,114 △2,114 ―

計 46,320 11,480 57,800 2,191 59,991 △2,114 57,877

セグメント利益又は損失(△) 257 446 703 △58 644 225 870
 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設事業、情報流通事業、高齢者

サービス事業等を含んでいる。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額225百万円は、連結消去等である。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりである。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 ９円95銭 11円84銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(百万円) 585 699

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 585 699

普通株式の期中平均株式数(株) 58,892,403 59,095,418
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　

(重要な後発事象)

該当する事項はない。

　
２ 【その他】

第160期(平成25年４月１日から平成26年３月31日)中間配当については、平成25年11月８日開催の取締

役会において、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行う

ことを決議し、配当を行っている。

①　配当金の総額                                  179百万円　　

②　１株当たりの配当額                              3円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成25年12月２日

(注) 配当金の総額には、野村信託銀行株式会社(広島ガス自社株投資会専用信託口)に対する配当金を含めている。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 尾　﨑　更　三　印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 前　田　貴　史　印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成26年２月12日

広島ガス株式会社

取締役会  御中

 

 

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている広
島ガス株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、広島ガス株式会社及び連結子会社の平成25
年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
強調事項
注記事項(四半期連結貸借対照表関係)に記載されているとおり、連結子会社である広島ガス開発株式会社

が行った不適切な取引に関して、会社は損害賠償請求訴訟の提起を受けている。これらの訴訟の最終的な結
論は現在のところ得られていないため、その判決により生ずるかもしれない負担金額については四半期連結
財務諸表に計上されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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